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意見公募手続制度

結果のお知らせ
意見の件数　 　　　      　33 件
案の修正を行わないもの　 31 件
既に案に記載済みのもの　　2 件

問 い 合 わ せ 先 東 山 会 館 ☎・
FAX23-3582

彦根市市民交流センターの設置
および管理に関する条例（素案）

意見の件数　　　　　　　0 件

問い合わせ先 上下水道総務課☎
24-8477、FAX24-4054

彦根市公共下水道事業・第 5 期
経営計画（素案）

意見の件数　　　　　　　0 件

問い合わせ先   観光企画課☎
30-6120、FAX24-9676

彦根市観光振興計画（素案）

意見の件数　　　　　　　0 件

問い合わせ先 情報政策課☎ 30-
6104、FAX22-1398

彦根市行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の

利用に関する条例（改正素案）
意見の件数　　　　　　　0 件

問い合わせ先 保険年金課☎ 30-
6112、FAX22-1398

彦根市国民健康保険
データヘルス計画（素案）

家屋の全棟調査
固定資産税課税台帳と照合し、市内の家屋を正しく把握するための調査を行います

調査期間　平成 28 年度、同 29 年度の２年間
調査区域　

【第１期　〜平成 29 年２月】
　犬上川より北の地域

【第２期　平成 29 年 3 月〜同 12 月】
　犬上川より南の地域
　
調査の流れ
■家屋　未特定家屋（現地確認の必要がある建物）を抽

出して、家屋要件の有無を確認します。調査で家
屋に該当する場合は、調査依頼文書を所有者に送
付します。

▶︎家屋の判断基準　外気を遮断できる構造で、土地
に定着していて建物として使用されていること

（ビニールシートなど耐久性が不十分なものや、老朽化に
よる劣化が激しい廃屋などは対象外）

■土地　家屋調査に併せて土地の利用状況も確認し
ます。造成済の土地や家屋が建築されている土地
が農地として課税されている場合は、見直しを行
います。

　　また、家屋がない土地に住宅用地特例（※）が適
用されている場合は見直しを行います。　

※住宅の敷地用に供されている土地は税額が軽減さ
れる特例

その他　調査は敷地外から確認しますが、許可を得
て敷地内に立ち入る場合のほか、調査記録として
家屋や敷地を写真撮影をすることがあります。

調査員　調査は、名札、徴税吏員証や固定資産評価
補助員証を携行した税務課職員が行います。職員
が耐震診断・リフォーム・火災報知器、消火器な
どのセールスを行ったり、家屋や敷地に関する以
外の情報を質問したりすることはありません。な
りすましにご注意ください。

問い合わせ先　 税務課資産税係☎ 30-6138、
FAX22-1398
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彦根市病院事業管理者

　市立病院では、新たに特別職の
病院事業管理者を置くことになり
ました。管理者の任期は 4 年間で
す。金子管理者は、市立病院長を
引き続き兼務します。
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